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◆◇◆ 令和 2年の新年挨拶まわり ◆◇◆ 

   令和 2年 1月 8日（水）、9日（木）及び 16日（木）、静岡県消防設備保守点検業協同組合の役員は、共同受 

注した官公署の担当部署や関係機関等へ新年の挨拶に伺いました。挨拶先では、昨年 11月の国表彰、消防用設 

備等の適正点検を通じた火災予防や地域経済活性化の取組などを報告し、川勝静岡県知事をはじめ多くの方から 

励ましと更なる期待のお言葉をいただきました。組合役員一同、県知事が認可し国から官公需適格組合の認定を 

受けた組合として、引き続き地域の安全・安心や地域経済等に全力で貢献していく決意を新たにしました。 
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静岡県消防設備保守点検業協同組合 

組 合 だ よ り 

 
私たち組合員は 

法令遵守を行動指針に 

消防設備の保守点検業務を通じて 

地域社会の安心と安全に貢献します 

保守点検業務は 

再委託禁止の原則を遵守し 

組合員自らが雇用した資格者により 

適正点検を実施します 

● 報告義務者が「点検」を無資格者に行わせると消防法第 44条の罰則が適用されます 
● 違反行為をした法人の代表者や従業員も 30万円以下の罰金又は拘留に処せられます 

組合員     56 社 
常用従業員    611 人 
 
うち消防設備士・消防 

設備点検資格者   409人 

電気工事士等   １７0人 

防火設備検査員    69人 

 

 

(ＱＲコード) 

 

  
中小企業組織活動懸賞レポート 
本賞を受賞（令和 2年 2月 21日） 

 

 

  

  

 

  

緊急速報 

（詳しくは 4ページをご覧ください） 
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◆◇◆ 第 9回理事会報告（令和 2年 3月 17日開催）◆◇◆ 
 

   春めく季節の中、日本（世界）中が新型コロナウイルス感染症対応

に追われていますが、組合では組合員に関連情報を定期発信するなど

危機管理に万全を期しつつ、3月 17日（火）午後、組合事務所で第 9

回理事会を開催しました。理事会では、年度末の決算・事業報告や第

26回通常総会案など必要事項を審議し決定。なお、同日予定してい

た理事と青年部会役員の意見交換会、県消防学校講師派遣者慰労会

は、政府方針等を踏まえ中止することにしました。 
 

 
 

◆◇◆ 青年部会が「第 2回ボウリング親睦会」を開催 ◆◇◆ 
  

    組合の青年部会は、組合内の親睦・交流を促進するため、昨年 9月“誰でも参加できる”を基 

   本に「ボウリング親睦会」を企画・開催しました。その際、多くの参加者から従来の親睦行事と 

   は異なる交流が体験できたとの声が寄せられたことから 2回目の開催となった訳です。1月 21日 

（火）は、ボウリング後の懇談会を含め、組合内の親睦・交流が大い 

に深まりました。なお、毎日更新の組合ＨＰ「ふじのくに消防用設 

備等保守点検ブログ」・1月 22日（水）には、次の書込みがアップ 

されています。 
  

 “  組合の設立目的は、共同受注の確保と組合員への確実な配分 

実施が基本。でも、どこの世界でもそうだが、さぁ～やろう！と 

いう時、どんな事でも、まとまりのある組織、集団は強い！ ” 
  

前ページ上段；川勝静岡県知事、中段；左から難波副知事、吉林副知事、篠原知事戦略監、下段；左から 

静岡市消防局、浜松市消防局、土屋特別補佐官／本ページ上段；左から静岡県中小企業団体中央会、静岡県 

教育委員会事務局、静岡県管財課、中段；左から静岡県危機管理部・消防保安課、静岡県経済産業部、浜松市 

教育施設課、下段；左から磐田市教育総務課、県立浜松南高校、公益財団法人静岡県文化財団（敬称略） 
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 ◆◇◆ 令和元年度・後期「共同受注検査（現場確認）」◆◇◆ 
  

当組合の特色（強味）は「検査体制の充実」です。令和元年度も、小田巻検査員長以下 6名の検査

員が共同受注施設の現場確認を行い、第 9回理事会に検査結果を報告しました。このように検査員が

現場に出向き、資格者証や有効期間の確認、点検実施機器の適正確認等を行う 7日間（1月 28日、2月

5日・14日・17日・19日・20日・27日）の検査では、組合事務局・共同受注検査員（6名）・幹事会社・

点検組合員など計 30名余が、約 2か月を掛けスケジュールを調整し決定しています。これだけの検 

査体制と検査の実施は、全国でも当組合だけだと驚かれたことがあります。 

 

 

  

 

  

  

  

静岡市立美和小学校 静岡市立田町小学校 

 

 

浜松市立中郡小学校 浜松市立萩丘小学校 

静岡県立新居高等学校 
浜松市立麁玉中学校 

浜松市立赤佐幼稚園 

静岡県庁舎 磐田市立向陽中学校 

静岡市立東中学校 

    

静岡市立由比小学校 

 

静岡県立清流館高校 

       

浜松市立佐鳴台小学校 
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本賞の受賞は県内で 8年ぶり、同業の組合では全国初の快挙！        ※ 主催者ＨＰ参照 
 

     一般財団法人商工総合研究所主催「第 23回中小企業組織活動懸賞レポート」で、当組合が応募 

した「ふじのくに発・地域一体となった提案型共同受注活動の創造」が令和 2年 2月 21日、本賞 

を受賞しました。わが国で最も歴史と権威のある中小企業活動表彰制度の同懸賞レポートで県内 

団体の本賞受賞は 8年振り、消防用設備等保守点検業団体の受賞は全国初となっています。    

＜要 旨＞ 

      単独では受注が難しい官公需を共同受注するため、平成 6年 7月、消防防災業者 15社が静岡県 

知事の認可を受け設立した静岡県消防設備保守点検業協同組合が、厳しい事業環境の中、県・市や 

県議会をはじめ県中小企業団体中央会等と地域一体となって実践してきた「提案型共同受注活動」 

25年の実績や、業法制定など消防用設備等保守点検業の確立に取り組む活動をレポートしました。 
     

＜一般財団法人商工総合研究所とは＞ 

政府系金融機関である「商工組合中央金庫」及び中小企業専門の 

シンクタンクとして 1986年に設立されたもの。同研究所理事長は 

商工組合中央金庫元理事長の江崎格氏。なお、政府系金融機関とは、 

国際協力銀行、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫、日本政策金 

融公庫、住宅金融公庫など政府出資の金融機関総称。 
 

＜懸賞レポートとは＞ 

       商工組合中央金庫（1936年設立）の創立 40周年を記念して 1976 

年に創設された「中小企業研究奨励賞」、「中小企業懸賞論文（1987 

年創設）」及び「中小企業組織活動レポート（1987年創設）」の三つ 

の賞は、一般財団法人商工総合研究所が中小企業の持続的な発展に 

貢献するため実施している歴史と権威のある賞。 
  

 
 
 
 
  

    平成 30年 11月、静岡県中小企業団体中央会から「ＢＣＰ（※）策定促進事業（県経済産業部 

実施）」の打診があり、組合では中小企業者や業界、組合の危機管理対策の視点で取り組みました。 

平成 30年度は組合役員や組合員がＢＣＰ専門家から基本研修を受け、令和元年度も「組合として 

何が必要か」等を検討するなど取組を進めていました。  

    今、わが国（全世界）は新型コロナウイルス感染症対策 

   という未曽有の危機管理事案に直面しています。組合では、 

   西川理事長のもと「ＢＣＰの実践」として、組合内の危機 

管理情報の共有化に取り組んでいます。令和 2年 2月 25日 

（火）には国の「新型コロナウイルス感染症対策基本方針」 

が決定され、2月 26日（水）・27日（木）には安倍首相か 

ら大規模イベントの 2週間自粛及び学校の春休み前までの 

臨時休校要請がありました。組合では組合員あて「組合速 

報コロナ」第 1報を 3月 6日（金）13時、メールや一斉フ 

アクスで送信。その後も、特措法改正案成立前日に第 2報 

を送信するなど、組合内の情報共有化を図っています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

      組合及び業界の危機管理（ＢＣＰ）の実践！  特 集 2 

 

 特 集 1     中小企業組織活動「懸賞レポート」で本賞を受賞！  
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 今回は相続法改正のお話を中断して、新型コロナウイルス感染症に起因して生じる

可能性のある法的問題についてお話しします。 

新型コロナウイルス感染症に起因して生じる可能性のある法的問題の中で、最も懸念

されているものの一つが、事業活動を停止して、従業員を休業させた場合、雇用主側は

従業員に対し、休業手当を支払わなければならないか否かです。 

この点について、労働基準法第２６条が、雇用主の責めに帰すべき事由で休業した場

合、平均賃金の６０％の休業手当を支給しなければならないと規定しています。同条が

適用されてしまうと、雇用主は、新型コロナウイルス感染症を原因として事業を停止し、

従業員を休業させなければならなくなった場合には、休業手当を支払わないといけま

せん。しかし、新型コロナウイルス感染症を原因として休業した場合であっても、常に同条が適用されるわけではなく、

具体的な状況によって、同条が適用されるか否かが変わってきます。ポイントは、休業が雇用主の責任によるものか否

かです。 

 まず、原則的には、新型コロナウイルス感染症の発生は雇用主の責任ではありませんので、休業した場合でも、雇用主

の責任によって休業したことにはならないと考えられ、休業手当を支払う必要はないと思われます。 

 但し、雇用主による従業員に対する感染防止対策が不十分であったため、ある従業員が労務提供中に感染してしまい、

それを契機として感染が社内等で拡大し、その結果として休業することになった場合には、雇用主が感染対策を十分に

講じていれば、休業せずに済んだ可能性があるので、同条が適用される可能性が生じます。なお、ここで言う感染防止

対策として、最低限、①手洗いや咳エチケットの励行、②職場への消毒液の配備、③検温の実施、④定期的な換気、⑤体調

不良従業員の出社自粛要請、⑥集団での食事の禁止要請等が考えられ、これらすら実施せず、従業員に感染者が出た場

合、雇用主の責任による休業と判断される可能性が高まりますので、注意して下さい。また、雇用主が休業手当を支払わ

なければならない場合、国の雇用調整助成金という制度を使えば、中小の事業主は、年間１００日分まで、従業員に支払っ

た休業手当の３分の２を助成してもらえます。 

 以上は主として雇用主側から見た問題ですが、以下では従業員側から見た問題を取り上げます。 

まず、休業手当は、正社員だけでなく、パート・アルバイトなど非正規の方にも支払われます。また、平均賃金の６０％と

いうのは、最低限の額であり、雇用主との話し合い次第では、給与の満額をもらうことも可能です。さらに、労務提供中に

感染してしまった場合には、労災認定となると思われますが、問題は労務提供中に感染したということを証明できるかど

うかで、職場以外での感染の可能性の程度がポイントとなります。なお、労務提供中に感染したわけでなく、仕事を休ま

なければならない場合には、雇用主の責任ではないため、休業手当は支給されませんが、健康保険に加入していれば、

給与の約３分の２に相当する傷病手当金を受給できます。 

以上のとおりですが、この問題は、我が国でも類例のないものであり、裁判例等もほとんどないため、私見の域をでな

いものであることをご了承下さい。いずれにしても雇用主として何らの感染防止対策を講じない場合、雇用主には休業

手当の支払いだけでなく、症状が重症化した場合、それ以上の損害賠償義務を負う可能性がありますので、感染防止対

策を講じることをお勧めします。また、従業員も雇用主の感染防止対策の指示に従わず、感染した場合には、自らの行動

が原因で感染してしまったことになりかねず、必要な補償を受けられないおそれがありますから、注意して下さい。 

                             （寄稿は、3月 9日現在の状況に基づいています） 

 

    ◆◇◆ 資格者（消防設備士・防火設備検査員等）調査 ◆◇◆ 
 
  「組合員の正規従業員や有資格者等（令和 2年 4月末現在）」を令和 2年 4月 17日（金）までに組合事務 

局へ報告願います。「鮮明かつ的確な正確な書類」の提出にご協力をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緊 急 寄 稿 

～ 新型コロナウイルス感染症に起因する法的問題 ～ 

◆◇◆ 組合顧問弁護士兼理事の法律メモ ◆◇◆ 

 

顧問弁護士 吉川友朗 
 静岡法律事務所 ふたば鷹匠事務所        
 静岡市葵区鷹匠 1-4-1 
          佐野ビル 3階 
 電話 054-205-2250 
 F A X 054-205-2290 
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            当組合は、平成 13年 11月、経済産業省中小企業庁から厳しい審査を経て、お役所の

仕事を責任を持ってやり遂げることのできる「官公需適格組合」に認定されました。官公需法第 3条は「国や

県、市町村に官公需適格組合活用の努力義務」を課しています。また、平成 26年 3月施行の「静岡県中小企業

者の受注機会の増大による地域経済の活性化に関する条例」には官公需適格組合への支援が明記されています。 

 
 
 
 
 
          

  

官公需適格組合とは 

異動 （お知らせ）； 【変更】 

 組 合 員 ： 加入形式 / 消防機材山治 ➡ 消防機材山治株式会社 R1.11.1 

 賛助会員 ： 住所 / ホーチキ株式会社静岡支社 静岡市駿河区泉町 ➡ 静岡市駿河区小黒 R2.3.30           

 理    事 ： 新事務所 / 吉川友朗 静岡法律事務所 ふたば鷹匠事務所 R1.12月 

 


